
 
支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

８２６ 30 歳未満の変形性膝関節症等に対する精製ヒアルロン酸ナトリウム

の算定について 

 

《令和８年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

30 歳未満の変形性膝関節症又は肩関節周囲炎患者に対する精製ヒアルロン

酸ナトリウム（アルツディスポ関節注等）の算定は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

精製ヒアルロン酸ナトリウム（アルツディスポ関節注）は、添付文書に「関

節組織を被覆・保護し、潤滑機能を改善するとともに、変性軟骨に浸透し、変

性変化の抑制、軟骨代謝の改善をもたらす。」旨などの作用を有する医薬品で、

添付文書の効能・効果として「変形性膝関節症、肩関節周囲炎」がある。 

変形性膝関節症や肩関節周囲炎は一般的に高齢者に多い疾患だが、若年に

も認められる記載がある。 

以上のことから、30 歳未満であっても明らかに変形性膝関節症又は肩関節

周囲炎と確定診断された患者に対する精製ヒアルロン酸ナトリウム（アルツ

ディスポ関節注等）の算定は、原則として認められると判断した。 
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